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議案第55号　松田町生涯学習センター条例の一部を改正する条例

総務文教常任委員会報告（抜粋）
１．審査の結果　採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
２． 審査の内容
　�　教育課長及び担当職員出席のもと、詳細な説明を受け質疑を行い慎重に審査しました。
　�　審査の結果、慢性的な赤字を抱える松田町生涯学習センターに関し、様々な試算による料金改定への
影響を鑑みても赤字幅を縮める手段として、今回の料金改定は有効と判断しました。

議案第55号　松田町生涯学習センター条例の一部を
 改正する条例【討論】

反対討論 井上　栄一　議員
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　私は、議案第５５号松田町生涯学習センター条例の
一部を改正する条例について、反対の立場で討論を行
います。この一部改正の条例は、松田町生涯学習セン
ターのホール・練習室等の基本使用料について利用者
に受益者負担をという趣旨で使用料を増額する一部改
正です。
　委員会報告では、「慢性的な赤字を抱えるため」と
ありますが、旧町民文化センター開館のとき、「これ
だけの規模の施設を町がどう維持管理していくのか。
という課題に対し町当局は、同時期に開設するチェッ
クメイトカントリークラブからのゴルフ場利用税と同
クラブからの町有地や２カ町組合からの土地貸付収入
で賄える」としました。4年度決算の生涯学習センター
管理費の決算額は約43６０万円、ゴルフ場利用税と
土地貸付収入合わせた4年度収入決算額は、約1億円
です。大雑把な数字ですが、旧町民文化センターの維
持管理費の財源とするという開設当初の目的には十分
な額だと理解します。

　そして、生涯学習センターのような施設は、これだ
けの面積や設備を備える建物は民間の力でもなかなか
できないところ、町民や近隣の市民・町民に生活の豊
かさをもたらすため、文化の向上のために自治体が作
り上げている施設であり、利用者の負担は使用に伴う
電気料金等の負担程度に抑えるべきであります。
　まして、今回の生涯学習センター条例の一部改正条
例では、いきなり２倍以上の使用料の増額であります。
改正予定の松田町生涯学習センター大ホール使用料は、
令和3年に開館した小田原市の三の丸ホールよりも、
また平成4年に開館した南足柄市文化会館大ホールよ
りも高い使用料となります。今回のような使用料が増
額されれば、現在年間６回程度の外部利用が今後はま
すます減少していくのではないでしょうか。
　以上の観点から、松田町生涯学習センター条例の一
部を改正する条例における使用料の増額補正には、強
く反対します。以上、本議案に対する反対討論とさせ
ていただきます。


